
議会改革特別委員会



議会改革の推進

牧之原市議会は、平成21年10月30日施行された
議会基本条例に基づき、議会改革を進めてきた。

牧之原市議会基本条例

目的（第1条）

この条例は、議会の運営及び牧之原市議会議員に
係る基本事項を定め、市民の声を反映し、市民が参
画しやすい開かれた議会を実現することを目的とし
ている。



Aグループ

議会におけるDXについて
【目的】

感染症のまん延や災害時等でも審議を実質的

に深める場である委員会を開催できる。

また、平時においては、育児、介護等による
理由で委員会審査に出席することが困難な事情
がある場合でも議員が委員会に出席できるよう、
オンライン委員会開催に向けた環境整備につい
て調査・研究を行う。



調査・研究期間、調査事項

令和６年８月～令和７年６月（予定）

オンライン委員会の開催に向けた環境整備
について



委員会条例の主な改正内容①（案）
→感染症のまん延や災害時、その他やむを得ない
理由により参集が困難な場合にはオンライン
で委員会に参加できるよう条文を新設

新たな条文を新設！



委員会条例の主な改正内容➁（案）
→市役所（当局）の職員も、説明員などで委員会
に出席する際にオンライン出席ができるよう条文
を新設

新たな条文を新設！



Bグループ

会派制について

牧之原市議会では、議会基本条例
第4条において、「会派を結成するこ
とができる」とあるが、具体的な運
用方法等について決まっていない。



会派の性格

（１）会派とは

・当該議会で同じ政策を持つ議員の集団のことをいう。

ア 当該議会で会派を認めていること

イ 当該議会内で通用する集団であること

ウ 基本的な政策が一致すること

（２）法令上の規定

・地方自治法、委員会条例、会議規則は会派について規定していない。

・議会運営委員会決定等でその要件、結成・変更・消滅、代表者等につ

いて定めておく必要がある。



県内市議会の状況
（ ）内は議員定数

会派あり（20）

静岡市（48）、浜松市（46）、沼津市（28）、熱海市（15）、三島
市（22）、富士宮市（22）、伊東市（20）、島田市（20）、富士市
（32）、磐田市（26）、焼津市（21）、掛川市（21）、藤枝市
（22）、御殿場市（21）、袋井市（20）、下田市（13）、裾野市
（19）、伊豆市（16）、菊川市（17）、伊豆の国市（17）

会派なし（3）

湖西市（18）、御前崎市（13）、牧之原市（16）



調査・研究期間、調査事項

令和6年8月～令和7年6月

議員定数が少ない議会としての課題と会派性

議会運営委員会、常任委員会の構成員選出に係る会派の関わ
り方

会派制をとった場合の事務局の負担

会派に係る予算措置の有無

会派における政策提言の方法

会派を構成する際の要件



ご清聴ありがとうござ
いました。


